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「 - オンライン申請における登録免許税軽減措置 - 」 

 
  平成２５年３月３１日までの間、オンラインを利用して次の登記申請を行う場合、登録

免許税が１０％（限度額３，０００円。ただし、平成２４年３月３１日までに登記申請を行

うときは、限度額４，０００円）軽減されます。 
 
 
＜対象となる登記＞ 
   不 動 産 登 記 ： ①所有権移転、②所有権保存、③抵当権設定・根抵当権設定 
   商業・法人登記  ： 株式会社等の設立 
             ※ ③には追加設定や、債権額及び極度額の増額の場合も、適用可能です。 
 
 
 
 
今月の一言 
 ｂｙ平井 
 
 

＊＊＊ 田尻司法書士事務所 ＊＊＊ 
「謄本取得のご依頼にも、迅速に対応いたします」 
不動産登記・相続・遺言・会社法人登記・成年後見・ 
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『 事務所メインＵＲＬ：http://ts-shihoushoshi.com/ 』 
『 相続・遺言専門ＵＲＬ：http://ts-yuigon-souzoku.com/ 』 
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当事務所では、登記費用の負担を削減可能な、オンライン申請に積極的に、 
取り組んでいます。 


